
別
府
の
行
政
事
情
（
明
治
後
期
三
）

　
本
号
で
は
、
浜
脇
町
と
別
府
町
と
の
合
併
を
中
心
に
取

り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
地
方
自
治
制
度
の
大
分
県
で
の

大
方
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
一
昨
年
の
第
七
号
で
述
べ
て

い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
明
治
二
十
二
、
三
年
施
行
の
町
村

制
と
郡
県
制
を
再
度
要
約
し
た
上
で
、
両
町
の
合
併
事
情

を
記
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

-

地
方
自
治
制
度
の
確
立
（
要
旨
）

（
１
）
　
明
治
憲
法
の
制
度
と
町
村
制
の
施
行

　
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
、
一
〇
年
後
に
国
会
開
設
を
約
七

た
明
治
政
府
は
「
憲
法
（
大
日
本
帝
国
憲
法
）
の
制
定
」
の
準
備

を
始
め
る
と
と
も
に
、
立
憲
政
体
に
欠
か
せ
な
い
法
制
度
の
整
備

大
　
野
　
保
　
治

に
着
手
す
る
。
な
か
で
も
急
が
れ
た
の
が
、
中
央
集
権
国
家
に
ふ

さ
わ
し
い
、
安
定
的
で
継
続
的
な
「
地
方
制
度
の
確
立
」
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
欧
米
列
強
に
肩
を
並
べ
る
ま
で
の
近
代
国
家
を
築
こ
う
と
、
伊

藤
博
文
（
一
八
四
一
～
一
九
〇
九
）
が
勅
命
を
帯
び
て
ヨ
ー
ロ
″

パ
に
旅
立
っ
た
の
は
明
治
十
五
年
の
こ
と
。
め
ざ
す
国
は
ド
イ
ッ
。

ド
イ
ツ
は
か
つ
て
、
日
本
の
幕
政
時
代
の
政
体
に
似
て
、
プ
ロ
イ

セ
ン
（
英
語
名
プ
ロ
シ
ア
）
を
中
心
に
封
建
諸
侯
が
割
拠
し
て
い

た
。

　
独
仏
戦
争
で
大
勝
利
を
お
さ
め
志
気
大
い
に
あ
が
る
ド
イ
ッ
諸

邦
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
盟
主
に
、
待
望
の
統
一
国
家
を
つ
く
り
上

げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
は
一
八
七
一
年
＝
明
治
四
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
、
ド
イ
ッ
帝
国
に
君
臨
し
た
の
が
、
か
つ
て
の
プ
ロ
イ
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セ
ン
王
、
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ー
世
。
こ
の
皇
帝
（
カ
イ
ゼ
ル
）
の
下

で
ら
つ
腕
を
ふ
る
つ
た
の
が
、
一
蹴
血
宰
相
〃
と
怖
れ
ら
れ
て
い

た
ビ
ス
マ
ル
ク
で
あ
る
。

　
伊
藤
が
、
個
人
思
想
が
普
及
し
て
人
権
意
識
の
根
強
い
英
仏
を

い
と
い
、
農
村
立
国
で
団
結
心
・
愛
国
心
に
富
み
、
ま
た
君
権
の

堅
固
な
民
族
国
家
、
ド
イ
ツ
に
魅
せ
ら
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

帰
国
後
、
彼
は
ド
イ
ツ
帝
国
を
モ
デ
ル
に
、
ド
イ
ツ
系
の
君
主
制

憲
法
を
参
考
と
し
て
起
草
し
た
の
だ
っ
た
。

　
さ
て
、
明
治
憲
法
の
発
布
（
二
十
二
年
二
月
十
一
日
）
を
待
た

ず
に
、
そ
の
前
年
の
二
十
一
年
四
月
二
十
五
日
に
公
布
さ
れ
た
の

が
、
こ
こ
に
述
べ
る
「
市
制
・
町
村
制
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
あ
と
の
「
町
村
制
」

は
八
章
一
三
九
条
か
ら
或
る
と
い
う
、
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

当
時
の
日
本
の
自
治
の
発
展
段
階
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
「
あ
ま

り
に
も
形
式
の
完
備
し
た
近
代
的
な
法
制
度
」
（
大
言
会
編
『
内

務
省
史
』
）
だ
っ
た
。

　
諺
に
い
う
よ
う
に
げ
仏
造
っ
て
魂
人
ら
ず
〃
と
は
こ
の
事
で
、

法
形
式
だ
け
が
先
行
し
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
（
現
憲
法
第
九
二

条
）
の
何
た
る
か
も
、
国
民
は
、
と
う
て
い
理
解
す
べ
く
も
な
か
っ

た
。

　
こ
の
町
村
制
は
、
制
定
一
年
後
の
二
十
二
年
四
月
一
日
の
施
行

を
め
ざ
し
、
地
方
の
状
況
に
よ
っ
て
内
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
区

か
ら
、
順
次
、
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
大
分
県
で
は
、
そ
の
直
前
三
月
二
日
付
の
県
達
（
甲
第
ご
一
号
）

で
町
村
区
画
の
確
定
、
新
町
村
の
名
称
、
町
村
役
場
の
所
在
位
置

等
を
定
め
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
結
果
、
県
下
の
新
町
村
数
は
一
四
町
二
六
五
村
に
再
編
成

さ
れ
た
。
別
府
周
辺
の
村
々
の
成
立
に
つ
い
て
は
本
紙
第
七
号
で

触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
重
ね
て
述
べ
な
い
。

（
２
）
　
郡
制
－
速
見
郡
の
こ
と

　
最
初
に
＜
郡
▽
の
起
こ
り
か
ら
み
て
い
こ
う
。

　
郡
は
も
と
も
と
、
中
国
大
陸
で
隋
や
唐
、
秦
の
時
代
、
中
央
集

権
国
家
の
地
方
行
政
組
織
で
あ
っ
た
。

　
日
本
で
は
、
大
化
の
改
新
（
六
四
五
年
）
の
時
代
に
採
用
さ
れ

て
以
来
、
地
方
統
治
は
国
↓
郡
↓
里
の
三
段
階
が
つ
づ
い
た
。
の

ち
七
一
五
年
（
霊
亀
一
年
）
、
里
を
郷
と
改
め
、
郡
を
さ
ら
に
二

一
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(『大分県史』より)速見郡役所

～
三
の
里
に
分

け
、
新
た
に
郷

長
・
里
正
を
任

じ
て
国
↓
郡
↓

郷
↓
里
の
四
段

階
（
い
わ
ゆ
る

郷
里
制
）
と
し

た
。
し
か
し
、

こ
れ
も
、
い
つ

し
か
廃
止
さ
れ

た
（
七
四
〇
年
）
。

　
そ
の
後
時
代

の
推
移
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
呼
称

は
、
地
理
的
名
称
と
し
て
生
き
永
ら
え
た
。
近
代
の
夜
明
け
（
一

八
六
八
年
）
を
迎
え
た
維
新
政
府
は
「
王
政
復
古
」
の
名
の
も
と

に
、
再
び
「
郡
」
が
息
を
吹
き
返
す
の
で
あ
る
。

　
明
治
政
府
は
、
今
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
独
仏
）
の
先
進
国
の
統

治
機
構
を
モ
デ
ル
に
、
近
代
的
で
体
系
的
な
地
方
行
政
区
域
と
し

て
、
全
国
を
「
大
区
」
「
小
区
」
に
編
成
す
る
（
五
～
十
一
年
）
。

　
大
区
に
区
長
、
小
区
に
戸
長
・
保
長
を
置
き
、
旧
来
の
町
村
を

も
含
め
て
行
政
事
務
を
執
ら
せ
た
。
だ
が
、
住
民
の
生
活
の
実
態

を
軽
視
し
て
編
成
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
行
政
村
」
は
容
易
に
住
民

に
定
着
し
な
か
っ
た
。
単
に
、
法
制
度
の
移
入
と
い
う
二
俣
倣
〃

に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
こ
う
し
た
批
判
に
こ
た
え
、
明
治
十
一
年
に
郡
区
町

村
編
成
法
を
制
定
し
、
大
区
を
再
び
か
つ
て
の
郡
中
心
に
改
め
、

郡
長
（
奏
任
官
）
を
置
い
て
治
め
さ
せ
た
。

　
第
二
大
区
は
、
こ
う
し
て
「
速
見
郡
」
と
な
り
、
初
代
郡
長
に

は
元
日
出
藩
士
の
長
沢
常
山
（
県
中
属
）
が
任
じ
ら
れ
、
同
年
十

一
月
か
ら
六
年
間
勤
め
た
。
そ
の
略
歴
は
次
の
と
お
り
。

　
「
圓
㈹
㈲
�
」
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
～
大
正
六
年
（
一
九
一

七
）

　
長
沢
家
は
元
来
、
細
川
藩
家
臣
。
初
代
木
下
延
俊
の
血
縁
で
日

出
藩
に
仕
え
る
。
一
八
〇
石
の
小
姓
。
藩
の
町
奉
行
、
側
用
人
、

軍
監
役
等
歴
任
。
版
籍
奉
還
後
、
日
出
藩
権
大
参
事
。
の
ち
静
岡

県
権
参
事
を
経
て
大
分
県
中
属
（
五
等
属
）
、
初
代
の
速
見
郡
長

と
な
る
。
一
八
年
西
国
東
郡
長
、
三
十
三
年
直
入
郡
長
、
の
ち
退
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職
。
晩
年
は
別
府
で
余
生
を
送
る
（
『
日
出
町
史
』
）
。

　
さ
て
、
日
出
村
が
町
に
な
っ
た
の
は
市
制
町
村
制
の
施
行
の
時

（
豊
岡
村
が
町
に
な
る
の
は
三
十
一
年
三
月
）
。
こ
の
時
の
速
見
郡

の
所
管
は
二
町
（
杵
築
町
と
日
出
町
）
二
Ｉ
村
、
総
人
口
六
万
七

三
三
一
名
、
戸
数
は
一
万
三
八
二
四
戸
。
こ
の
時
の
郡
長
は
、
斉

藤
利
明
。
郡
会
議
員
の
定
数
は
二
〇
名
で
あ
っ
た
。

一

一

浜
脇
町
と
別
府
町
と
の
合
併

　
浜
脇
村
が
「
浜
脇
町
」
に
、
別
府
村
が
「
別
府
町
」
に
昇

格
し
た
の
は
、
町
村
制
が
施
行
さ
れ
て
四
年
目
の
明
治
二
十

六
年
（
一
八
九
三
）
四
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
年
月
日
を

同
じ
う
し
て
町
制
を
布
い
た
の
も
、
浜
脇
に
と
っ
て
は
、
年

来
の
別
府
へ
の
対
抗
意
識
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

の
後
一
〇
年
間
、
両
町
は
競
っ
て
入
湯
町
と
し
て
繁
栄
を
重

ね
、
速
見
郡
内
に
着
々
と
そ
の
社
会
的
・
経
済
的
基
礎
を
固

め
て
い
っ
た
。

（
Ｉ
）
　
両
町
合
併
の
推
移

　
明
治
三
十
年
代
後
半
、
政
府
・
内
務
省
は
時
代
の
進
展
と
経
済

力
が
伸
び
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
、
全
国
市
町
村
で
生
活
の
実
情

に
即
す
る
施
策
と
し
て
「
町
村
合
併
ノ
趨
勢
及
ビ
方
針
」
を
府
県

に
示
し
、
地
方
財
政
を
確
立
す
る
た
め
、
町
村
合
併
を
進
め
る
よ

う
指
導
し
た
。

　
さ
て
、
浜
脇
町
と
別
府
町
と
の
合
併
を
め
ぐ
っ
て
、
大
分
県
参

事
会
（
会
長
は
小
倉
久
県
知
事
）
は
三
十
九
年
二
月
三
日
、
浜
脇

町
に
対
し
て
別
府
町
と
の
合
併
案
を
諮
問
し
た
。
同
町
で
は
、
直

ち
に
同
月
七
日
、
町
会
を
開
い
て
検
討
を
始
め
た
。

　
遺
さ
れ
た
行
政
資
料
（
「
浜
脇
町
役
場
事
務
報
告
」
、
県
立
図
書

館
所
蔵
）
を
見
て
い
こ
う
。

　
議
長
を
務
め
る
浜
崎
丑
治
町
長
は
、
町
民
を
代
表
す
る
議
員
一

三
名
に
対
し
て
合
併
に
よ
る
利
害
得
失
を
説
き
、
最
大
の
実
利
は

住
民
税
が
軽
減
す
る
こ
と
、
合
併
に
よ
り
入
湯
町
と
し
て
の
経
済

的
効
果
が
高
ま
り
将
来
の
繁
栄
が
期
待
さ
れ
る
な
ど
繍
々
述
べ
、

合
併
推
進
の
決
意
を
披
浬
し
た
。

　
し
か
し
、
議
員
の
多
く
が
旧
家
で
町
の
経
済
力
を
掌
握
し
て
い

る
こ
と
か
ら
会
は
紛
糾
し
た
。
結
局
、
町
民
の
意
向
や
区
長
・
有

志
の
意
見
を
問
う
必
要
が
あ
る
な
ど
の
理
由
で
、
後
日
再
討
議
す
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浜脇町会議事録

る
旨
を
約
し
て
休
会
し
た
。

　
同
月
十
日
、
再
会
（
議
員
一
名
休
会
）
の
席
上
、
論
客
の
佐
藤

綱
五
郎
議
員
（
の
ち
大
正
十
年
、
別
府
町
最
後
の
町
長
に
選
ば
れ

る
）
が
熱
弁
を
ふ
る
い
、
両
町
が
こ
れ
ま
で
独
立
の
町
を
維
持
し

て
き
た
の
も
地
理
的
条
件
、
歴
史
的
背
景
、
経
済
力
、
人
情
等
が

異
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
合
併
す
る
に
し
て
も
最
低
限
、
次

の
よ
う
な
修
正
案
が
容
れ
ら
れ
ね
ば
認
め
が
た
い
、
と
強
調
し
た
。

主
な
案
を
列
挙
し
て
み
る
。

　
①
　
新
町
名
は
「
別
府
浜
脇
町
」
と
す
る
こ
と

　
②
　
町
有
財
産
と
負
債
は
現
状
の
ま
ま
と
す
る
こ
と

　
③
　
選
出
の
議
員
数
は
、
両
町
同
数
と
す
る
こ
と

　
④
　
漁
業
（
区
画
や
操
業
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り

　
　
の
慣
行
（
旧
慣
）
を
認
め
る
こ
と

　
要
す
る
に
佐
藤
と
し
て
は
、
最
低
条
件
と
し
て
「
対
等
合
併
」

を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
修
正
案
は
議
員
一
〇
名
の
賛
同
を
得
て
よ
う
や
く
可
決
さ

れ
、
直
ち
に
県
参
事
会
に
提
出
さ
れ
た
。

　
結
果
は
ー
―
新
町
名
に
つ
い
て
は
、
県
（
国
）
案
ど
お
り
「
別
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大分県市町村人口順位(｢大分県統計書｣による)
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明治26年 同36年 同41年 大正２年

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１８

中津町13,461

大分町10,373

臼杵町10,148

佐賀関町　7,425

長洲町　7,120

佐伯町　6,933

杵築町　6,883

戸次町　5,903

三重村　5,651

森　　町　5,526

　E

中津町14,990

大分町n,927

臼杵町11,334

日田町10,523

佐伯町　8,490

佐賀関町　8,407

長洲町　7,836

国東町　7,109

［百足T回］6,794

杵築町　6,735

大分町29,547

臼杵町20,923

中津町18,329

大分町38,905

|別府町 22,022

臼杵町21,380

中津町16,429

日田町11,310

東大野町　10,907

高田町10,418

佐伯町10,061

佐賀関町　9,376

長洲町　9,167

|別府町 14,045

東大野村　11,033

日田町10,405

高田町10,161

佐伯町　9,146

佐賀関町　8,810

長洲町　8,513

|別府町 4,742

府
町
」
に
落
着
し
た
。
町
村
制
施
行
時
の
通
達
（
県
訓
令
第
六
条
）

で
、
合
併
後
の
新
町
村
名
は
、
人
口
の
多
い
方
を
称
す
る
と
定
め

ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
②
項
以
下
の
要
求
は
一
応
容
れ
ら
れ
た
。
③
項
に
つ
い

て
は
、
両
町
の
議
員
と
も
同
数
の
こ
一
名
と
す
る
こ
と
、
④
項
の

漁
業
問
題
に
つ
い
て
は
、
幕
政
以
来
両
町
の
漁
民
（
そ
れ
に
石
垣
・

亀
川
の
漁
民
を
も
巻
き
込
む
）
間
で
紛
争
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
機
会
に
再
確
認
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
（
第
五
号
参
照
）
。

　
こ
う
し
て
、
合
併
に
よ
り
一
転
機
を
迎
え
た
新
「
別
府
町
」
は

人
ロ
ー
万
四
〇
四
五
人
（
四
一
年
）
、
県
下
市
町
村
の
人
口
順
位

で
は
一
躍
、
第
四
位
に
進
出
し
た
（
上
表
参
照
）
。

　
さ
ら
に
大
正
期
に
入
る
と
、
同
二
年
度
に
は
県
都
・
大
分
市

（
三
万
八
九
〇
五
人
、
明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
、
大
分
町
か
ら

大
分
市
へ
）
に
次
ぐ
ま
で
に
な
っ
た
。
別
府
町
の
躍
進
振
り
は
、

こ
の
表
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
別
府
町
が
待
望
の
市
制
を
し
く

の
は
大
正
十
三
年
四
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
　
合
併
後
の
別
府
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町
の
町
会
議
員

　
浜
脇
と
別
府
と
が
合
併
し
た
明
治
三
十
九
年
（
一
丸
〇
六
）
の

六
月
二
十
日
に
町
会
議
員
選
挙
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
合
併
時
の
浜
脇
側
の
条
件
に
よ
り
、
両
町
と
も
議
員
数
は
同
数

の
こ
一
名
、
計
二
四
名
。
一
級
と
二
級
の
議
員
も
同
数
で
あ
る
。

こ
の
選
挙
の
当
選
者
を
次
ぎ
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。

留|目JjﾄﾞいいいＪいだ

等
級一　一

一一

一

一一

一

一

一

一

一

一
一

住
所
大
字

　
　
別
府

　
　
別
府

　
　
別
府

　
　
別
府浜別

脇府
浜
脇

別
府

浜
脇

浜
脇

浜
脇

氏
名

浅
利
喜
兵
衛

河
村
秀
夫

友
永
徳
次

糸
永
武
市
郎

日
名
子
太
郎

友
永
平
次
郎

近
　
幸
太
郎

加
藤
栄
太
郎

末
友
　
広
太

安
部
平
三
郎

佐
藤
　
井
吉

參⑩⑩酋⑩⑩⑩⑤⑩⑩⑩⑩⑩番番番番番番番番番番番番番

一　　　　　　　　一
　一一一　　一

一　　　　　　一

一

一

一
一

一

一
一

一

一

一

一

浜
脇
　
　
　
　
左
甲
斐
祐
治

別
府
　
　
　
　
武
田
綾
太
郎

浜
脇
　
　
　
　
高
橋
　
欽
哉

浜
脇
　
（
浜
脇
）
永
井
　
次
郎

浜
脇

別
府

別
府

浜
脇

別
府

別浜
府脇

別
府

浜
脇

　
　
　
安
部
　
謹
吾

　
　
　
河
村
　
徳
一

　
　
　
磯
沖
　
菊
戴

　
　
　
藤
沢
　
徳
三

　
　
　
安
部
　
三
郎

　
　
　
中
津
留
幸
三
郎

　
　
　
神
沢
又
市
郎

（
別
府
づ
水
井
　
次
郎

　
　
　
永
井
虎
太
郎

（
昭
和
八
年
刊
『
別
府
市
誌
』
）

　
こ
こ
で
、
等
級
選
挙
制
に
つ
い
て
一
言
し
て
み
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
等
級
選
挙
制
は
、
財
産
に
よ
っ
て
選
挙

権
に
格
差
を
つ
け
る
も
の
で
、
町
村
で
は
二
級
制
（
市
で
は
三
級

制
）
が
採
ら
れ
た
。

-
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二
級
選
挙
制
の
場
合
、
町
村
税
納
入
額
の
半
分
ま
で
の
上
位
納

入
者
を
一
級
選
挙
人
、
そ
れ
よ
り
少
な
い
も
の
を
二
級
と
し
、
そ

れ
ぞ
れ
同
数
の
議
員
を
選
出
す
る
と
い
う
制
度
だ
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
町
村
公
民
（
後
述
）
中
で
少
数
の
一
級
選
挙
の
選

挙
権
が
き
わ
め
て
重
く
な
る
制
度
で
あ
っ
た
。
現
在
の
議
員
定
数

問
題
で
選
挙
区
の
人
口
比
か
ら
、
一
票
の
重
さ
が
違
う
点
と
共
通

し
た
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。

　
当
時
の
政
治
家
や
指
導
者
た
ち
は
、
こ
の
点
、
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
伊
藤
博
文
の
渡
欧
中
の
師
と
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ッ
の
グ
ナ
イ
ス

ト
教
授
は
、
そ
の
著
作
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
貴
賤
ノ
別
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
論
ズ
ル
者
、
欧
州
二
多
ク
生
ゼ

　
リ
。
是
亦
日
本
ニ
モ
感
染
シ
…
是
等
ノ
徒
ハ
必
ズ
権
利
ヲ
均
シ

　
ク
ー
ニ
求
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

　
　
然
ル
時
ハ
政
府
ハ
、
此
ノ
徒
二
向
ッ
テ
其
ノ
義
務
ヲ
尽
ス
コ

　
ト
ヲ
攻
ム
ル
ノ
外
ナ
シ
。
英
国
ノ
貴
族
ヲ
見
ル
ベ
シ
。
国
二
対

　
シ
テ
最
モ
多
ク
納
税
シ
、
議
員
二
挙
ゲ
ラ
レ
テ
日
夜
、
国
家
ノ

　
為
二
義
務
ヲ
尽
サ
ザ
ル
ナ
シ
。

　
　
君
主
国
ニ
シ
テ
其
ノ
権
力
強
キ
ニ
非
ザ
レ
バ
、
行
ハ
レ
ザ
ル

　
モ
ノ
ナ
リ
。

　
こ
の
中
に
読
み
取
れ
る
思
想
は
、
住
民
が
自
治
に
参
加
す
る
の

は
権
利
で
は
な
く
、
国
家
へ
の
「
義
務
」
で
あ
る
こ
と
。
参
政
権

を
平
等
に
欲
す
る
な
ら
国
家
へ
の
義
務
（
納
税
）
を
果
た
せ
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
単
に
財
産
に
よ
る
不
平
等
の
秩
序
を
当
然
と
す
る

の
で
は
な
く
、
平
等
な
義
務
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
制
限
選
挙

制
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
肝
要
な
点
と
し
て
、
国
家
へ
の
義
務
を
基
盤
に
秩
序
を

人
々
に
強
制
し
う
る
の
は
、
君
主
制
に
よ
る
以
外
に
な
い
と
し
て

資
本
主
義
の
進
展
の
も
と
で
の
「
君
主
制
国
家
の
優
位
性
」
を
主

張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
先
に
触
れ
た
「
公
民
」
と
は
、
市
町
村
の
住
民
中
、
名
誉
職
の

選
挙
・
被
選
挙
権
を
持
つ
も
の
を
い
い
、
そ
の
権
利
を
「
公
民
権
」

と
呼
ん
だ
。
公
民
の
要
件
は
、
そ
の
町
村
に
居
住
す
る
住
民
の
う

ち
二
五
歳
以
上
の
男
子
で
一
戸
を
か
ま
え
、
禁
治
産
で
な
く
、
二

年
以
上
そ
の
町
村
に
居
住
し
、
町
村
の
負
担
（
町
村
税
な
ど
の
納

入
）
を
分
担
し
、
か
つ
地
租
を
納
入
す
る
か
も
し
く
は
直
接
国
税

二
円
以
上
を
納
入
す
る
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。



（
３
）
　
別
府
町
と
部
会
議
員

　
両
町
合
併
時
の
速
見
部
会
議
員
は
、
浜
脇
町
か
ら
は
浜
崎
丑
治
、

別
府
町
か
ら
は
河
村
徳
一
　
（
郡
参
事
会
員
）
と
安
部
三
郎
の
三
名

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
合
併
で
失
職
し
た
。

　
合
併
後
の
明
治
三
十
九
年
十
月
の
選
挙
で
浜
崎
、
安
部
の
両
名

が
再
度
、
ま
た
新
た
に
高
橋
孫
三
郎
が
初
当
選
し
て
い
る
。
さ
ら

に
一
年
後
の
速
見
郡
全
域
で
の
改
選
の
結
果
、
次
の
三
名
が
選
ば

れ
た
。

　
　
　
浜
崎
丑
松
　
　
磯
沖
菊
戴
　
　
河
村
徳
一

　
磯
沖
は
四
十
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
一
年
間
、
郡
会
議
長
を

つ
と
め
、
河
村
も
ま
た
郡
参
事
会
員
に
就
い
て
い
る
。

　
当
時
の
「
部
会
」
は
、
町
村
会
の
選
出
す
る
町
村
議
員
と
、
大

地
主
（
地
価
総
額
一
万
伺
以
上
の
所
有
者
）
の
互
選
に
よ
る
地
主

議
員
と
の
複
線
型
の
制
限
選
挙
で
あ
っ
た
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
当
時
の
地
方
議
員
の
選
挙
に
は
等
級
選
挙
制

や
複
選
制
が
採
ら
れ
て
お
り
、
大
地
主
層
の
優
遇
や
首
長
の
執
行

権
が
議
会
の
議
決
権
よ
り
も
強
い
こ
と
な
ど
今
日
か
ら
見
れ
ば
お

よ
そ
非
民
主
的
で
、
ま
た
中
央
集
権
的
、
か
つ
官
治
的
色
彩
の
強

い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
郡
会
で
の
町
村
議
員
の
任
期
は
六
年
、
三
年
ご
と
に
そ
の
半
数

を
改
選
す
る
。
地
主
議
員
の
そ
れ
は
三
年
、
全
員
改
選
と
定
め
ら

れ
て
い
た
（
第
七
号
参
照
）
。

　
ま
た
、
部
会
議
員
は
名
誉
職
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
他
に
本
業

を
有
す
る
こ
と
が
で
き
、
原
則
と
し
て
俸
給
は
支
給
さ
れ
な
い
。

も
っ
と
も
勤
務
に
対
す
る
報
酬
は
例
外
と
さ
れ
た
。
そ
の
考
え
方

は
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
職
務
給
に
近
い
。

　
本
節
に
い
う
「
部
参
事
会
（
員
）
」
と
は
、
郡
の
副
（
補
助
）

議
決
機
関
で
、
議
長
を
つ
と
め
る
郡
長
、
そ
れ
に
議
員
の
中
か
ら

隔
年
に
選
ば
れ
る
名
誉
職
参
事
会
員
四
名
と
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

当
時
の
速
見
郡
会
議
員
の
定
数
は
二
〇
名
、
郡
長
は
赤
鉾
文
太
郎

（
日
出
町
）
、
大
正
五
年
ま
で
八
年
間
勤
め
て
い
る
。

　
非
民
主
的
な
選
挙
制
限
も
、
三
十
二
年
の
法
改
正
で
緩
和
さ
れ
、

郡
内
の
各
選
挙
権
者
の
直
接
選
挙
に
よ
る
議
員
に
一
元
的
化
さ
れ
、

地
主
議
員
制
度
は
撤
廃
ざ
れ
た
。
県
と
町
村
と
の
中
間
的
な
「
郡

制
」
の
廃
止
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
・
普
通
選
挙
制
度
の

実
施
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
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（
４
）
　
別
府
と
県
会
議
員
、
衆
議
院
議
員

　
郡
区
町
村
編
成
法
の
制
定
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
民
会
」
は
廃
止

さ
れ
た
（
第
七
号
参
照
）
。

　
政
府
制
定
の
府
県
会
規
則
に
基
づ
き
県
が
定
め
た
「
大
分
県
民

会
規
則
」
で
、
第
一
回
県
会
議
員
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
の
は
明
治

十
二
年
一
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
議
員
定
数
は
四
七
名
、
速
見

郡
は
四
名
。
当
選
者
の
中
に
、
別
府
出
身
者
の
名
は
見
当
ら
な
い

（
『
大
分
県
政
党
史
』
）
。

　
別
府
出
身
の
県
会
議
員
が
初
め
て
出
る
の
は
、
翌
十
三
年
二
月

実
施
の
補
欠
選
挙
の
時
で
、
南
石
垣
村
出
身
の
矢
田
希
一
で
あ
る
。

矢
田
は
、
こ
れ
ま
で
第
二
大
区
（
速
見
郡
）
の
区
会
議
員
や
第
一

四
・
一
五
連
合
小
区
の
区
会
議
長
を
つ
と
め
て
お
り
、
石
垣
の
旧

家
の
出
身
で
あ
る
。

　
別
府
町
初
の
県
会
議
員
当
選
者
は
、
四
十
四
年
九
月
二
十
五
日

実
施
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
南
町
出
身
の
河
村
徳
一
、
任
期
は
四
年
、

大
正
三
年
二
月
四
日
の
県
会
で
県
参
事
会
員
に
選
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
い
う
「
県
参
事
会
（
員
）
」
と
は
、
前
節
に
述
べ
た
郡

参
事
会
と
同
じ
く
、
議
長
を
つ
と
め
る
県
知
事
と
、
議
員
の
中
か

ら
隔
年
に
選
ば
れ
る
名
誉
職
参
事
会
員
八
名
、
そ
れ
に
県
職
員

（
高
等
官
）
二
名
で
構
成
さ
れ
る
県
会
の
副
議
決
機
関
で
あ
る
。

　
つ
づ
い
て
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
事
情
を
み
よ
う
。

　
当
初
の
有
権
者
に
よ
る
制
限
選
挙
は
、
周
知
の
よ
う
に
直
接
国

税
一
五
円
以
上
（
府
県
会
で
は
Ｉ
〇
円
以
上
）
の
納
入
者
で
男
子

に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
選
挙
権
者
は
、
県
総
人
口
の
僅

か
〇
・
七
五
霖
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
五
九
四
〇
入
）
。

　
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
の
期
日
は
明
治
二
十
三
年
七
月
一
日
。

選
挙
区
は
小
選
挙
区
制
で
全
県
六
区
、
各
区
一
名
。
投
票
は
公
開

で
記
名
方
式
。
速
見
郡
は
第
四
区
と
さ
れ
、
日
田
・
玖
珠
両
部
と

同
区
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
当
選
者
は
宇
佐
美
春
三
郎
（
日
出
町
）

で
あ
る
（
『
日
出
町
史
』
）
。

　
そ
の
後
、
郡
内
で
当
選
者
を
出
し
た
の
は
大
正
四
年
三
月
の
選

挙
で
、
日
出
町
出
身
の
成
清
博
愛
（
鉱
山
業
、
村
長
・
部
会
議
員
・

県
会
議
員
を
歴
任
）
。
し
か
し
、
病
気
を
理
由
に
辞
退
し
た
（
そ

の
翌
年
死
去
）
。
そ
の
た
め
、
柳
ケ
浦
村
（
宇
佐
市
）
出
身
の
松

田
湯
治
（
の
ち
拓
務
大
臣
・
文
部
大
臣
）
が
補
欠
当
選
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）
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